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訪問看護ステーションふきのとうのご案内 

                                   2026 年 6 月 1 日改定 

【事業所の概要】 

                          

事業所名        医療法人社団翔洋会 訪問看護ステーションふきのとう 

   所在地         〒178-0061  東京都練馬区大泉学園町８－２４－２５ 

   電話番号        ０３－３９２４－２０８６ 

    FAX          ０３－３９２４－２０７８ 

   理事長         辻 正純 

   管理者名        堤 麻紀（看護師） 

   介護保険事業所番号   ７１９３７１７ 

   提供可能サービス    訪問看護 理学療法士等が行う訪問看護 

   サービス提供地域    練馬区：大泉学園町・大泉町全域  東大泉 1～3丁目 

                  西大泉１～４丁目 土支田１～４丁目 谷原２～６丁目  

高松 6丁目 三原台１～３丁目  旭町１～３丁目 

               和光市：南・西大和団地・諏訪原団地・本町全域  

                   丸山台１～３丁目  白子 1～2丁目  広沢 

               新座市：栄１～５丁目 池田３～５丁目  新塚 

               その他：状況に応じて要相談 

 

【事業の目的】 

   医療法人翔洋会が設置する訪問看護ステーションふきのとう（以下「事業所」という）の適

切な運営を確保するために、人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの円滑な運

営を図るとともに、当ステーションの看護師等が、病気や怪我等により家庭において継続して

療養を受ける状態にあり、かかりつけ医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適正な訪

問看護を提供することを目的にします。 

 

【運営の方針】 

  1 事業所は、利用者の心身の特性を踏まえて訪問看護を提供することにより、利用者の生活

の質を確保し、健康管理及び日常生活動作の維持・回復を図るとともに、快適な在宅療養の

継続ができるよう支援します。 

  2 事業所の事業の運営にあたり、利用者が必要な時に必要な訪問看護の提供ができるように

努めます。 

  3 事業所の事業の運営にあたり、居宅介護支援事業所・関係区市町村及びその保健所や近隣

の他の保健医療または福祉サービスを提供する者との連携を保ち、総合的なサービスの提供

努めます。 

 

【事業の運営】 

  1 事業所は、この事業の運営を行うにあたり、主治医の訪問看護指示書に基づく適切な訪問

看護の提供を行います。 

  2 事業所は、訪問看護を提供するにあたっては、当ステーションの看護師等（保健師、看護

師、准看護師、理学療法士等）によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託をす

ることはありません。 
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【事業所の職員体制】 

   

   

 

 

 

【営業日及び営業時間等】  

月曜日から金曜日 ８時３０分から１７時３０分 

ただし、祝日及び年末年始（１２月３０日から１月３日）はお休みになります。その都度お知

らせいたします。 

＊24 時間対応体制加算の契約利用者に対しては、２４時間体制につき電話での相談や緊急時訪

問します。 

 

【利用時間及び利用回数】 

  1 一回の訪問につき３０分から１時間３０分を基準とします。 

  2 週３日の訪問を限度とします。特掲診療料の施設基準等別表第７・第８に掲げる者、特別 

訪問看護指示書が交付された者についてはこの限りではありません。 

 

【訪問看護の提供方法】 

  1 事業所は、訪問看護を開始しようとする場合は、利用者また家族に重要事項の説明をした 

   後に同意書及び契約書を受理するとともに、主治医の作成する訪問看護指示書を受理した後

訪問看護を開始します。 

  2 開始にあたり、主治医の訪問看護指示書に基づき、また利用者家族の要望を踏まえ訪問看 

護計画書を作成し、利用者家族の同意を得て、計画に沿って訪問看護サービスを提供します。 

  3 事業所は、主治医に毎月訪問看護計画書・訪問看護報告書を提出し、連携を図っていきま 

す。 

  4 訪問看護業務の目標を達成し、訪問看護を終了しようとするときは、主治医及び利用者又

は家族にその了解を得ます。 

  5 事業所は、訪問する看護師は担当制ではありません。看護師が初めての訪問時は訪問した

看護師が同席いたします。緊急時は除きます。 

  6 交通事情、その他やむを得ない事情にて訪問看護時間が変更する場合があります。 

   

 【訪問看護の内容】 

・病状や障害の観察 

・療養上の世話：清拭や洗髪入浴介助などによる保清援助  

食事（栄養）及び排泄等の支援 

・終末期看護  

・診療の補助：褥瘡の予防・処置 カテーテル管理 人工肛門等の管理 

在宅酸素管理 人工呼吸器管理・点滴等の医療処置等 

・内服管理 

・リハビリテーション 

・家族への療養上の相談や指導 家族の健康管理 

 

 

 

 

 職種   常勤 非常勤 

看護師 ５名（所長は業務兼務） １名 

理学療法士等  １名 

事務員 １名  
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【緊急時における対応】 

1 看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速や

かに主治医へ連絡し、適切な処置を行います。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等

の必要な処置を実施します。 

2 前項においてしかるべき処置を実施した場合には、速やかに管理者及び主治医へ報告しま

す。又、同居家人が不在時は、緊急連絡先に連絡をとります。 

 

病院名 
  

主治医 
氏   名  

 
連 絡 先  

緊急連絡

先 

氏   名                     （続柄：    ） 

連 絡 先  

緊急連絡

先 

氏   名                     （続柄：    ） 

連 絡 先  

避 難 場 所 

 

 

 

 

   3 感染症・地震、台風、大雨等の天災その他やむを得ない事情により、訪問看護サービス実

施が出来なくなった場合は、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。

しかし、当訪問看護ステーションは感染症及び災害に係る業務継続計画を策定し、速やか

にサービス再開に努めます。このような事態に備え、近隣の医療、福祉、各介護事業所と

連携協力し、利用者の安否確認を行います。 

 

 

 【安全管理体制】   

1 事業所は、安全管理に対して、事故を予防するための体制を整えています。サービスの提

供により事故が発生した場合は、利用者の家族・利用者に関する居宅介護支援事業者・主治

医・区市町村に対して連絡を行う等必要な措置を速やか講じます。 

2 事業所は、発生した事故等に対して、事故の状況、行なった処置について記録を残し、事 

故発生の原因を解明し、再発防止に努めます。                        

3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行います。     

 

＊記録等は、完結の日から２年間保存します。 

 

【利用料金】 

1 事業所、基本利用料として健康保険法または高齢者医療確保法に規定する厚生労働大臣が 

定める額の支払いを利用者から受けるものとします。 

＊別紙参照 
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2 その他の利用料金   

営業日外（土・日・祝日・年末年始） 

の訪問看護サービス 

３，０００円（１回につき） 

エンゼルケア ２０,０００円 

交通費（訪問区域内は無料） 訪問区域外は訪問１回につき５００円 

自費の訪問看護サービス（30 分毎） ４,０００円 

  

【キャンセル】 

   サービスの利用前日営業時間（17：30）以降のキャンセル又は当日不在の場合は、以下のキ

ャンセル料を請求させていただきます。但し、利用者の容態の急変等やむを得ない事情がある

場合は、キャンセル料は不要とします。 

 

 

 

【サービスの提供記録開示】 

サービス内容等についてご不明な点がございましたら、事業所までご連絡ください。なお、

利用者の求めに応じて、事業所の営業時間内にサービス提供記録を開示いたします。開示等の

請求については手数料が必要となります。ご了承ください。 

②  閲覧：３０分につき２,０００円 （最長 1 時間までとする。） 

② 記録の複写：基本手数料１,５００円・コピー1 枚につき２０円 

③  郵送量は実費徴収いたします。 

 

【個人情報保護】 

1 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」

を遵守し適切な取り扱いに努めます。 

  2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的で

は原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはそ

の代理人の了解を得ます。 

 

【相談・苦情対応】 

1 事業所は、サービスに関する相談や苦情については、下記の窓口で対応いたします。 

2 事業所は、利用者及び家族からの苦情に対し、迅速・適切に対応するために苦情の受付日・

その内容等を記録します。苦情の内容を踏まえ、更なるサービスの質の向上に向けた取り組

みをします。 

  訪問看護ステーションふきのとう 

電話番号 ０３－３９２４－２０８６ 

     FAX   ０３－３９２４－２０７８ 

     責任者  堤  麻紀 

医療法人社団翔洋会苦情相談 

        電話番号 ０３－３９２４－３８６４ 

        責任者  内山 惠司 

サービスの利用前日 17：30までの連絡 無料 

上記時間以降のキャンセルまたは当日不在 ２,０００円 
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【虐待の防止のための措置】 

 高齢者虐待防止措置 

1 事業所は、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結

果について従業員に周知徹底を図ります。 

2 虐待の防止のための指針を整備します。 

3 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

4 上記措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

虐待の防止に関する責任者：堤 麻紀 

  身体的拘束等の措置 

 1 利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は行いま

せん。 

 2 身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急時

やむを得ない理由を記録します。 

 3 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

 4 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

 5 従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

【感染症対策の強化】 

   事業所において感染症の発生及び蔓延しないように必要な措置を講じます。 

① 職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。また事業所の設備及び

備品等について衛生的な管理に努めます。 

② 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備します。 

③ 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討し、職員に周知徹底を図

ります。 

④ 職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

【業務継続に向けた取り組みの強化】 

   事業所は、感染症や災害が発生した場合は、必要なサービス提供が継続的に実施するため及

び非常時の体制で早期の事業再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、業務継続計画

に従い必要な措置を講じます。 

① 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修の実施、訓練の実施

を定期的に取り組みます。 

② 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 【ハラスメントの防止】 

   事業所は、職員の安全確保と安心して働き続けられる職場環境が築けるようにハラスメント

の防止に向け取り組みます。 

  １ 職場内において優越的な関係を背景とした言動や、業務上の範囲を超える下記の行為 

は組織として許容しません。 

① 身体的暴力：身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

② 精神的暴力：個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめる行為 

③ セクシャルハラスメント：性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

   上記は、当該法人職員、他の関係機関職員、利用者及びその家族等が対象となります。 

  ２ ハラスメント事案が発生した場合は、マニュアル等をもとに即座に対応し、再発防止策を 
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検討します。 

  ３ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方などの研修を実施し、定期的に話し合 

いの場を設け、現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

  ４ ハラスメントと判断された場合には、担当者は相談者のプライバシーに配慮したうえで被 

害者、行為者から事情を聴取し、関係機関への連絡、相談、環境改善、利用契約等の措置を 

講じます。 

 

【契約の解除・終了】 

   次の場合にはサービス契約の解除、終了となります。 

（１）利用者のご都合でサービス契約を解除、終了する場合 

利用者および家族は、事業所に対し、利用中止の意思表示をすることにより、本説明書に

基づく訪問看護サービスの利用を解除、終了することができます。尚、この場合、利用者

および家族は、速やかに事業所および利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものと

します。 

（２）事業所の都合でサービス契約を解除、終了する場合 

事業所は、利用者および家族に対し、次に掲げる場合には、本説明書に基づく訪問看護サー

ビス利用を解除、終了することができます。 

① 利用者および家族が、正当は理由なく、本説明書に定める利用料を２か月分以上滞納し、

その支払いを督促したにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合 

② 利用者および家族が事業所、事業所の職員に対して、身体的暴力・言葉の暴力・セクシ

ャルハラスメントなどの迷惑行為または反社会的行為を行い、サービス提供が困難な状

況と認められる場合 

③ 天災・災害・事業所設備の故障その他やむを得ない理由により、訪問看護サービスを提

供することができない場合 

 

【ご利用にあたっての留意事項】 

  １ 家屋内で飼育するペット等の動物は、訪問看護提供前に、他室等に隔離してください。ペ 

ット等により看護業務に支障が生じ損害が発生した場合は、相当額を請求させていただく場 

合があります。 

2 訪問看護職員に対して、贈り物や飲食物のおもてなしは、お受け致しかねますのでご了承 

ください。 

3 ご利用者の同居家族に対するサービス提供は行いません。 

  4 契約内容の範囲を超えたサービス提供は行いません。 

 

【その他運営についての留意事項】 

  １ 事業所は、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を

整備します。 

   ① 採用後の３ヶ月以内の初任研修 

② 年５回以上の業務研修 

  ２ 職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏 

らしません。退職後も同様とします。 

  ３ 事業所は、利用者に対する指定訪問看護等の提供する諸記録を整備し、その完結の日から

３年間保管とします。 
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【事項外事項】 

   本項目に規定のない事項については、利用者及び事業者の協議に基づき定めます。 

 

【夜間・休日の緊急時の連絡先】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護ステーションふきのとう 

電話番号 ① ０３－３９２４－２０８６ 

② ０９０－２３２９－１９００ 

 （２４時間対応①が繋がらない時は②へ連絡下さい） 
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別紙 

訪問看護サービスご利用料金 

            ２０２６年６月改定 

訪問看護療養費：１回の訪問は３０分から１時間３０分が基準です。      

自己負担金は、各自の保険に準じる 

項目  

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

 

 

週３日目まで  

訪問 1回の金額 

５,５５０円 

 

週 4回目以降 

 訪問１回の金額 ＊看護師 

 

週 4日目以降 ＊理学療法士、

作業療法士又、言語聴覚士  

６,５５０円 

 

 

５,５５０円 

 

訪問看護基本療養費（Ⅱ） 

 

同一建物への訪問 

イ看護師（1）同一日に 2人 

① 週 3日目まで   

② 週 4日目以降 

 

５,５５０円 

６,５５０円 

 

訪問看護管理療養費  

 

＊2.については、1 月あたりの

訪問日数及び単一建物居住利

用者の人数に従う 

 

1.月の初日の訪問の場合 

ホ（機能強化型以外） 

７,７１０円 

  

 

2.月の 2日目以降の訪問の場合  

イ単一建物居住者が 20人未満 

 

 

  

３,０１０円 

      

 

 

〈 訪問看護師と専門性の高い看護師による同一日訪問 〉 

訪問看護基本療養費（Ⅰ）  １２,８５０円  

    ハ：悪性腫瘍の利用者に対する、緩和ケア又は褥瘡ケア人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門    

      の研修を受けた看護師による場合 

      ＊月 1回を限度 

      ＊同一日に訪問看護管理療養費は算定不可 

 

〈 試験外泊時の訪問看護 〉 

訪問看護基本療養費（Ⅲ）   ８,５００円 

 

 

〈 機能強化型訪問看護療養費 1・2・3・4 〉 

 上記算定の際には、追ってご連絡をするとともに算定要件等説明を実施し、利用者または家族の同意を得

ます。 
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【各種加算】                       

項目 加算 備考 

 難病等複数回訪問看護加算 

  イ 1日 2回まで 

 （1）同一建物内 1人又は 2人 

  ロ 1日に 3回以上 

 （1）同一建物内 1人又は 2人 

 

イ 4.500円/日 

 

ロ 8.000円/日 

 

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は特別

訪問看護指示書期間の利用者に対して、必要に

応じて 1日 2回または 3回以上訪問した場合 

＊同一日に当該加算を算定する利用者（同一建物居住

者に限る）の合計人数に応じて 1 日につき、いずれか

を所定額に加算する 

 緊急訪問看護加算 

 

 イ 2,650円/日 

 

ロ 2,000円/日 

         

主治医の指示により、訪問看護を行った場合 

1日につき 1回に限り所定の額に加算。 

イ 月 14日目まで 

 ロ 月 15日目以降 

 長時間訪問看護加算   5,200円 週 1日を限度 

＊15 歳未満の超重症児又は準超重症児であって

特掲診療料の施設基準別表第八に掲げる者の場

合は週 3日を限度。 

 乳幼児加算（６歳未満） 1,400 円／日 

 

1,800 円／日 

下記以外の場合 

 

厚生労働大臣が定める者に該当する場合 

 複数名訪問看護加算 

  イ他の看護師等と行う場合 

 （1）同一建物内 1人又は 2人 

4,500円 

（週１回） 

同時に複数の訪問看護師による訪問看護が必要

な者や、厚生労働大臣が定める者に対して、他

の看護師等と同時に訪問看護を行う場合 

＊同一日に当該加算を算定する利用者（同一建物居住

者に限る）の合計人数に応じて 1 日につき、いずれか

を所定額に加算する。 

 夜間・早朝訪問看護加算  

 深夜訪問看護加算 

 （1）同一建物内 1人又は 2人 

イ 2,100 円／日 

イ 4,200 円／日 

 

１８時～２２時・６時～８時・ 

２２時～６時 

＊同一日に当該加算を算定する利用者（同一建物居住

者に限る）の合計人数に応じて 1 日につき、いずれか

を所定額に加算する。 

２４時間対応体制加算 

 

イ 6,800 円/月 

 

ロ 6,520 円/月 

利用者・家族からの電話等に常時対応し、緊急時訪問

看護を必要に応じて行う。 

イ 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の

取組を行っている場合 

ロ イ以外の場合 

特別管理加算Ⅰ 

 

 

特別管理加算Ⅱ 

 

5,000円／月 気管切開 気管カニューレ  

留置カテーテル使用者（中心静脈栄養法・胃瘻・

バルンカテーテル・PTCD・経管栄養等） 

2,500円／月 人工肛門 人工膀胱  在宅酸素療法 人工呼

吸器  

真皮を超える褥瘡にあるもの 等 

退院時共同指導加算  

  

特別管理指導加算 

8,000円／回 

 

2,000円／回 

 

入院中に訪問またはビデオ通話参加 

2回まで加算可 

特別な管理が必要な方 
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退院支援指導加算 

 

 

6,000円／回 

 

8,400円／回 

退院日に訪問した場合 

1 回の退院支援が 90 分を超えた場合又は複数回

の退院支援指導の合計時間が 90分を超えた場合 

在宅患者連携指導加算 3,000円／月 医療関係職種間での情報交換 

 

 

在宅患者緊急時等 

カンファレンス加算 

2,000円／月 

（月２回まで） 

患者の急変時に、自宅で医療従事者と共同でカ

ンファレンスを開催した場合 

ビデオ通話等の機器での参加も可 

看護・介護職員連携強化加算 

 

2,500円／日 

 

喀痰吸引等特定行為を実施する介護職員等へ訪

問看護ステーションが支援を行った場合 

専門管理加算 イ 2,500 円 

 

 

ロ 2,500 円 

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀

胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な

管理を行った場合 

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理

を行った場合 

訪問看護医療ⅮＸ情報活用加算 

 

50円／月 電子資格確認により、利用者の診療情報を取得

した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理

を行った場合 

訪問看護医療情報連携加算 1,000円／月 他の保険医療機関等の関係職種が ICTを用いて 

記録した利用者に係る診療情報等を活用した上

で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を

行った場合 

訪問看護情報提供療養費 1 

 

1,500円／月 区市町村からの求めに応じて保健福祉サービ

スに必要な情報提供を文章で提出した場合。 

訪問看護情報提供療養費 2 1,500円／月 保育所または学校（大学を除く）に入学した場

合や転学時等の当該学校に初めて在籍する利用

者について、学校からの求めに応じて情報提供

をした場合。 

訪問看護情報提供療養費 3 

 

1,500円／

各年度 

保険医療機関等に入院または入所する利用者に

ついて、保険医療機関に情報を提供した場合。 

訪問看護ターミナルケア療養費１ 25,000円/回 

       

主治医との連携の下に、利用者及び家族等に対し

て同意を得てターミナルケアを実施。死亡日及び

死亡日前１４日以内に２回以上の訪問看護を実

施。（在宅支援指導加算日も含む。） 

（訪問し、24 時間以内に在宅以外で亡くなられた

場合も含む。） 

訪問看護ターミナルケア療養費 2 10,000円/回 特別養護老人ホーム等に入居中で、主治医との

連携の下に、利用者及び家族等に対して同意を

得てターミナルケアを実施。死亡日及び死亡日

前１４日以内に２回以上の訪問看護を実施。（在

宅支援指導加算日も含む。） 

（訪問し、24 時間以内に在宅以外で亡くなられ

た場合も含む。） 
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訪問看護遠隔診療補助料 

 

 

 

 

 

2,650円／月 主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看

護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受け

る必要があると判断した場合に、利用者の同意

を得て、看護職員が訪問し、診療補助を行った

場合。 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ） 1,830円／月 

 

当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金

の改善を継続的に実施している場合、訪問看護療

養費と合わせて算定する。 

訪問看護物価対応料 1 月の初日 60円／日 

2日目以降 20円／日 

物価高騰に対応した評価 

 

 

医療保険料金表  

＜週 1 回／月 4 回訪問＞ 

 

1 割負担⇒4,090 円 

2 割負担⇒8,180 円 

3 割負担⇒12,270 円 

 

＜週 2 回／月 8 回訪問＞ 

 

1 割負担⇒7,520 円 

2 割負担⇒15,040 円 

3 割負担⇒22,560 円 

 

※上記は基本料金です。 

但し、各種加算や契約・緊急等の訪問の際は料金に変動がございます。 

 

 

★特定疾病医療券（難病）をお持ちの方へ 

 医療保険上で３割負担の患者の負担割合は２割負担です。１割負担患者の負担は

変わりません。医療費の自己負担上限額が設定されています 

複数の医療機関等の自己負担をすべて合算したうえで適応となります。 

医療受給者証や自己負担上限額管理票の提示をお願い致します。 

 

医療保険対象疾患等 

① 末期の悪性腫瘍及び、神経難病など厚生労働大臣が定める疾病等 

② 急性増悪等により頻回の訪問看護が必要であると主治医が認め、特別訪問看護指示書が発行

された場合。（介護保険からの変更） 

③ 40 歳未満の者や要介護者・要支援者でない者  
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診療情報の提供および個人情報の保護に関する具体的な取り組み 

個人情報の利用目的 

★ 個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。 

★ 診療のために利用する他、病院運営・教育・研修・行政命令の遵守、他の医療・福祉機関との連携の

ために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関による病院評価・学会や出版物等で個

人名が特定されないかたちで報告することがあります。詳細は別紙に記載します。当院は卒業後臨床

研修病院及び医療専門職の研修病院に指定されており、研修・養成の目的で、研修医及び医療専門職

の学生が、診療・看護・処置等に同席する場合があります。 

 

診療情報の提供 

★ ご自身の病状や治療について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく直接、担当医師または看護

師に質問し、説明を受けてください。 

  ご自身の病状や治療について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく下記窓口にご相談下さい。

（ただし、開示・謄写に必要な費用は実費にて頂きますのでご了承ください。） 

 

個人情報の内容訂正・利用停止 

★ 当院が保有する個人情報（診療記録等）が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・利用停

止を求めることが出来ます。担当医師にお申し出下さい。調査の上、対応致します。 
 

ご希望の確認と変更 

★ 外来等での氏名の呼び出しや、病室における氏名の掲示を望まない場合は、お申し出下さい。ただし、

事故防止・安全確保の為には、呼名および氏名の掲示が望ましいです。 
★ 電話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合は、お申し出下さい。 
★ 一度出されたご希望は、いつでも変更することが可能ですので、お気軽にお申し出下さい。 

 

相談窓口 

★ ご質問やご相談は、各部署担当者（クリニックに関するお問い合わせはクリニック受付・老健 
 に関するお問い合わせは相談室）までお願いします。 
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  診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ 

当施設では、以下の「個人情報保護方針」に基づき、個人情報について細心の注意と最大限の努力をもって、保護

及び管理を行なっております。 

 

当施設では「個人情報」とは特定の個人を識別できるものであり、同時に他の情報と照会することで容易に特定

の個人を識別できるものと定義します。つまり、氏名・性別・生年月日等 個人を識別する情報に限らず、個人

の身体・財産・職種・肩書き等の属性に関する事実・判断 ・評価はもとより公にされている情報や映像・音声

まで含めて定義され、暗号化されているか 否かは問いません。 

 

個人情報の収集・利用・提供 

当施設は、事業活動において、お客様の情報をお預かりしていることを考慮し、各事業に応じた個人情報保護に為

の管理体制を確立すると共に、個人情報の収集・利用・提供において所定の規則に従い適切に取り扱います。 

 

法令・規範の炊ける遵守 

当施設は、個人情報の取り扱いにおいて当該個人情報の保護に適用される法令及びその他の規則を遵守致します。

また、これらの法令及びその他の規範に適合した、当社の個人情報管理規則を作成し、遵守致します。 

 

安全対策の実施 

当施設は、個人情報の正確性及び安全性を確保する為、情報セキュリティに関する諸規則に則り、個人情報への

アクセス管理・個人情報の持ち出し手段の制限・外部からの不正アクセスの防止等の対策を実施し、個人情報の

紛失・破壊・改ざん・漏えい等の予防に努めます。   

 

個人情報に関する本人の権利尊重 

当施設は、個人情報に関する患者様・利用者様からの自己個人情報の開示・訂正もしくは削除または利用者若し

くは提供の拒否を求められた時は、個人情報に関する患者様・利用者様の権利を尊重し、誠意をもって対応致し

ます。 

 

個人情報保護管理規則の策定および継続的改善 

当施設は、役員及び従業員に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に利用し、保護する為の個人情

報管理規則を策定し、これを着実に実施致します。さらに、これを維持し継続的に改善します。 

 

窓口相談 

ご質問やご相談は、各部署担当者（クリニックに関するお問い合わせはクリニック受付・ 老健に関するお問い合

わせは相談室）までお願いします。 

相談窓口責任者 翔洋会事務局長 内山 惠司 

平成 17 年 4 月 1 日 医療法人社団翔洋会理事長 辻  正純 
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利用者様各位               

 

訪問看護指示書について 

 

◆ 訪問看護サービス提供は、主治医が発行する『訪問看護指示書』に基づいて行います。サービ

ス提供にあたり、必要な書類となります。 

 

◆ 『訪問看護指示書』の料金は、主治医（医療機関）から利用者様に対して請求されます。金額

やお支払方法につきましては、各医療機関の窓口にお尋ねください 

 

◆ 『訪問看護指示書』の指示期間は主治医が定めるものです。（最長６ヶ月）指示書発行の都度、

指示書料金が発生いたします。 

 

◆ 指示書の継続に際しましては、利用者様またはご家族の皆様に『訪問看護指示書』の依頼や受

け取り等で、ご協力をお願いすることもございますのでご了承ください。 

 

◆ 主治医が変更になる場合には、新たに『訪問看護指示書』が必要となりますので、訪問看護ス

テーションにご連絡ください。 

 

以上、訪問看護指示書についてのお知らせです。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

今後も利用者様が、安心して在宅生活が継続できますように、訪問看護スタッフがお手伝いさせ

ていただきたいと存じます。 
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